
  柏 市 生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 等 事 業 （ 就 労 準 備 支 援 事 業 及 び  

  被 保 護 者 就 労 準 備 支 援 事 業 ） 業 務 委 託 に 関 す る プ ロ ポ ー ザ ル  

  方 式 募 集 要 領  

 

１  当 該 委 託 等 の 目 的 ， 概 要  

 (1) 目 的  

   本 事 業 は ， 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 法 （ 平 成 ２ ５ 年 法 律 第 １ ０ ５  

  号 （ 以 下 「 法 」 と い う 。 ） 第 ３ 条 第 ４ 項 の 規 定 及 び 「 生 活 困 窮  

  者 自 立 相 談 支 援 事 業 等 の 実 施 に つ い て （ 平 成 ２ ７ 年 ７ 月 ２ ７ 日  

  社 援 発 ０ ７ ２ ７ 第 ２ 号 ） 」 の 別 紙 「 生 活 困 窮 者 自 立 支 援 事 業 等  

  実 施 要 綱 」 中 ４ （ ３ ） 「 生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事 業 」 に 規 定  

  す る 別 添 ３ 「 生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事 業 」 並 び に 同 要 綱 中 の  

  別 添 ４ 「 被 保 護 者 就 労 準 備 支 援 事 業 実 施 要 領 」 に 基 づ き 実 施 す  

  る も の で あ る 。  

   就 労 経 験 の 少 な い 者 又 は 離 職 後 長 期 間 を 経 過 し た 生 活 困 窮 者  

  や 生 活 保 護 受 給 者 （ 以 下 「 生 活 困 窮 者 等 」 と い う ） の 中 に は ，  

  就 労 の 見 込 み が あ っ て も ， 就 職 に 必 要 な 実 践 的 な 知 識 ・ 専 門 的  

  技 能 等 が 不 十 分 な だ け で な く ， 生 活 習 慣 上 問 題 を 抱 え て い る 場  

  合 や 生 活 面 や 対 人 関 係 ， 社 会 面 等 に お い て 課 題 を 抱 え 改 善 が 必  

  要 な 場 合 が 少 な か ら ず 見 ら れ る 。 そ れ ら の 者 は 生 活 基 礎 能 力 ，  

  対 人 能 力 ， 社 会 適 応 能 力 等 に 抱 え る 問 題 に 起 因 し て ， 就 労 に 結  

  び つ き に く い 傾 向 が あ る 。   

   本 事 業 は ， そ の よ う な 就 労 に 向 け た 準 備 が 整 っ て い な い 生 活  

  困 窮 者 等 に 対 し て ， 一 般 就 労 に 向 け た 準 備 と し て の 基 礎 能 力 の  

  形 成 か ら の 支 援 を 計 画 的 か つ 一 貫 し て 実 施 す る こ と を 目 的 と す  

  る 。  

 (2) 業 務 概 要  

   主 な 業 務 内 容 は ， 以 下 の と お り と す る 。 な お ， 業 務 の 具 体 に  

  つ い て は 別 途 仕 様 書 の と お り と す る 。  

  ア  利 用 者 の 状 態 に 応 じ た 支 援  

  イ  ア セ ス メ ン ト ・ プ ラ ン 作 成  

  ウ  就 労 準 備 支 援 プ ロ グ ラ ム の 作 成 ・ 見 直 し ・ 評 価  

  エ  支 援 の 延 長  



  オ  事 業 の 再 利 用  

  カ  支 援 メ ニ ュ ー の 準 備 ・ 拡 大  

  キ  就 労 体 験 先 の 開 拓  

  ク  求 職 活 動 支 援 及 び 就 職 後 の 職 場 定 着 支 援  

  ケ  職 業 能 力 評 価 及 び 心 理 検 査 等  

  コ  利 用 者 の ア フ タ ー フ ォ ロ ー に 係 る 継 続 的 支 援  

  サ  各 種 講 座 に 関 す る 業 務  

  シ  欠 席 者 の 対 応  

  ス  柏 市 重 層 的 支 援 体 制 整 備 事 業 実 施 に 係 る 協 力 ・ 連 携  

 (3) 予 定 契 約 期 間  

   令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 令 和 ９ 年 ３ 月 ３ １ 日 ま で  

 (4) 予 定 金 額 （ 上 限 金 額 ）  

   ４ ０ ， ８ ７ ７ ， ０ ０ ０ 円 （ 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 含 む ）  

   ・ 生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 事 業  ２ ５ ， ８ ４ ９ ， ０ ０ ０ 円  

   ・ 被 保 護 者 就 労 準 備 支 援 事 業   １ ５ ， ０ ２ ８ ， ０ ０ ０ 円  

  ※ 本 業 務 の 委 託 は ， 令 和 ８ 年 度 当 初 予 算 の 議 案 議 決 が 得 ら れ な  

   い 場 合 ， 契 約 手 続 き を 中 止 す る 。 そ の 場 合 に 損 害 賠 償 を 求 め  

   な い も の と す る 。  

 

２  参 加 資 格  

  参 加 資 格 を 有 す る 者 は ， 令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 か ら 契 約 締 結 の  

 日 ま で に お い て ， 次 の 要 件 の 全 て を 満 た す 者 と す る 。  

 (1) 納 税 義 務 が あ る 場 合 は 必 要 な 申 告 な ど を し て い る こ と ， 及 び  

  そ の 場 合 に お い て 主 た る 事 業 所 を 有 す る 所 在 地 に 係 る 地 方 税 ，  

  法 人 税 ， 消 費 税 及 び 地 方 消 費 税 を 滞 納 し て い な い こ と 。  

 (2) 地 方 自 治 法 施 行 令 （ 昭 和 ２ ２ 年 政 令 第 １ ６ 号 ） 第 １ ６ ７ 条 の  

  ４ の 規 定 に 該 当 し な い こ と 。  

 (3) 電 子 交 換 所 に よ る 取 引 停 止 処 分 を 受 け て か ら ２ 年 を 経 過 し な  

  い 者 又 は 公 募 日 前 ６ か 月 以 内 に 手 形 若 し く は 小 切 手 を 不 渡 り に  

  し た 者 に 該 当 し な い こ と 。  

 (4) 会 社 更 生 法 （ 平 成 １ ４ 年 法 律 第 １ ５ ４ 号 ） に 基 づ く 更 正 の 手  

  続 き 又 は 民 事 再 生 法 （ 平 成 １ １ 年 法 律 第 ２ ２ ５ 号 ） に 基 づ く 再  

  生 の 手 続 き の 申 立 て が な さ れ て い る 者 に 該 当 し な い こ と 。  



 (5) 柏 市 建 設 工 事 請 負 業 者 等 指 名 停 止 要 領 (昭 和 ６ ２ 年 ４ 月 １ 日  

  制 定 )に 基 づ く ,指 名 停 止 又 は 柏 市 入 札 契 約 暴 力 団 対 策 措 置 要 領  

  (平 成 ２ ６ 年 １ ２ 月 １ ８ 日 制 定 )に 基 づ く 指 名 排 除 を 受 け て い な  

  い こ と 。  

 (6) 令 和 ３ 年 度 以 降 ， 地 方 公 共 団 体 で 障 害 者 や ニ ー ト ・ ひ き こ も  

  り ， 生 活 困 窮 者 等 の 社 会 参 加 支 援 業 務 の 実 績 が あ る こ と （ 履 行  

  中 を 含 む 。 ） 。   

 (7) 労 働 条 件 に つ い て ， 社 会 保 険 に 加 入 し て い る こ と （ 加 入 の 義  

  務 が な い 場 合 を 除 く 。 ） 及 び 最 低 賃 金 法 （ 昭 和 ３ ４ 年 法 律 第 １  

  ３ ７ 号 ） を 遵 守 す る こ と 。  

 (8) 所 在 に つ い て ， 本 店 が 日 本 国 内 に あ る こ と 。 た だ し ， 本 店   

  は ， 人 的 及 び 物 的 設 備 を 充 足 し て い る こ と 。  

 

３  全 体 ス ケ ジ ュ ー ル  

内   容  期   日  

公 募 開 始 （ 柏 市 ホ ー ム ペ ー

ジ に 掲 載 ）  
令 和 ７ 年 １ ２ 月 ２ ２ 日 （ 月 ）  

参 加 意 思 表 明 書 受 付 締 切  令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 （ 金 ）  

参 加 資 格 要 件 確 認 結 果 通 知  令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日 （ 金 ）  

質 疑 書 の 受 付 開 始 日  令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日 （ 金 ）  

質 疑 書 の 締 切  令 和 ８ 年 １ 月 ２ ２ 日 （ 木 ）  

質 疑 書 に 対 す る 回 答  令 和 ８ 年 １ 月 ２ ９ 日 （ 木 ）  

提 案 書 等 の 提 出 締 切  令 和 ８ 年 ２ 月 １ ２ 日 （ 木 ）  

書 類 審 査 及 び プ レ ゼ ン テ ー

シ ョ ン  
令 和 ８ 年 ２ 月 １ ８ 日 （ 水 ）  

プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 結 果 通 知  令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日 （ 金 ）  

契 約 日 （ 予 定 ）  令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 （ 水 ）  

  ※ 各 実 施 日 は 特 段 の 事 情 が 生 じ た 場 合 は 変 更 す る こ と が あ る  

 

４  参 加 意 思 表 明 に つ い て  

 (1) 期 限  

  ア  持 参 の 場 合  



    令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 （ 金 ） 午 後 ５ 時 ま で  

  イ  郵 送 の 場 合  

    令 和 ８ 年 １ 月 ９ 日 （ 金 ） 必 着  

 (2) 提 出 書 類  

  ア  参 加 意 思 表 明 書 （ 様 式 １ ）  

  イ  暴 力 団 排 除 に 係 る 誓 約 書 （ 様 式 ３ ）  

  ウ  「 ２  参 加 資 格 (6)」 に あ る 実 績 が わ か る も の （ 任 意 様  

   式 ）  

  エ  社 会 保 険 及 び 労 働 保 険 並 び に 最 低 賃 金 法 適 用 報 告 書 （ 様 式  

   ２ ）  

 (3) 提 出 先 及 び 提 出 方 法  

  ア  持 参 の 場 合  

    福 祉 部 障 害 福 祉 課 （ ラ コ ル タ 柏 1 階  障 害 者 就 労 支 援 室 ）  

  イ  郵 送 の 場 合  

    「 １ ７  事 務 局 」 宛 に 送 付 す る こ と  

 (4) 部 数  

   各 １ 部  

 

５  質 疑 に つ い て  

 (1) 質 疑 方 法  

  ア  質 疑 書 （ 様 式 ４ ） を 電 子 メ ー ル で 事 務 局 あ て に 送 付 す る  

   こ と  

  イ  メ ー ル の 件 名 は 【 柏 市 生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 等 事 業 業  

   務 委 託 の プ ロ ポ ー ザ ル に 関 す る 質 疑 書 】 と す る こ と  

  ウ  送 付 先 ： info-shgf@city.kashiwa.chiba.jp 

  エ  送 付 し た 際 は ， 事 務 局 （ ０ ４ － ７ １ ７ ０ － １ ７ ５ ２ ） に 電  

   話 し 到 着 確 認 を す る こ と  

  オ  評 価 等 に 影 響 を お よ ぼ す お そ れ が あ る 質 問 （ 参 加 業 者 数 ・  

   参 加 業 者 名 ・ 選 定 委 員 等 ） に つ い て の 質 問 は 受 付 け な い  

 (2) 質 疑 期 間  

   令 和 ８ 年 １ 月 １ ６ 日 （ 金 ） 午 前 ９ 時 か ら 令 和 ８ 年 １ 月 ２ ２ 日  

  （ 木 ） 午 後 ５ 時 ま で  

 (3) 回 答 方 法  



   令 和 ８ 年 １ 月 ２ ９ 日 （ 木 ） ま で に 市 ホ ー ム ペ ー ジ に 掲 載 す る  

   URL： https://www.city.kashiwa.lg.jp/shogaifukushi  

     /seikatsukonkyuusyuuroujunbisienzigyou.html     

６  辞 退 に つ い て  

  参 加 意 思 表 明 書 の 提 出 後 ， 本 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 を 辞 退 す る 時  

 は ， 辞 退 届 （ 様 式 ５ ） を プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 実 施 日 の ５ 日 前 ま で  

 に 事 務 局 に 提 出 す る こ と 。 持 参 の 場 合 は 平 日 午 後 ５ 時 ま で ， 郵 送  

 の 場 合 は 提 出 期 限 ま で に 必 着 。  

 

７  提 案 書 の 作 成 と 提 出  

 (1) 提 出 期 限  

   令 和 ８ 年 ２ 月 １ ２ 日 （ 木 ） 正 午 ま で に 必 着  

 (2) 提 案 書 の 作 成 要 領 及 び 留 意 事 項  

  ア  「 １ ０  審 査 基 準 」 の 項 目 に 沿 っ て 記 載 す る こ と 。  

  イ  構 成 は ， 表 紙 ， 提 案 内 容 （ 本 文 ） ， 裏 表 紙 と す る こ と 。  

  ウ  表 紙 に は ， ① 宛 名 「 柏 市 福 祉 部 障 害 福 祉 課 」 ， ② タ イ ト ル      

   「 柏 市 生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 等 事 業 業 務 委 託 提 案 書 」 と  

   記 載 し ， ③ 事 業 者 名 を 記 載 す る こ と 。  

  エ  文 字 フ ォ ン ト の サ イ ズ は １ １ ポ イ ン ト 以 上 と す る こ と 。  

  オ  仕 様 は ， Ａ ４ 版 縦 ・ 横 書 き ・ 左 綴 じ と し ， 両 面 印 刷 ， 再 生  

   紙 使 用 と も に 可 。 文 字 ， 図 表 等 は 白 黒 ・ カ ラ ー を 問 わ な い 。  

   図 表 等 に つ い て は Ａ ３ 版 の 折 り 込 み も 可 と す る が ， こ の 場  

   合 ， Ａ ４ 版 ２ ペ ー ジ と し て カ ウ ン ト す る こ と 。 ま た ， 通 し の  

   ペ ー ジ 番 号 も つ け ， ２ ０ ペ ー ジ 以 内 と す る こ と 。  

  カ  提 案 に お い て は ， 図 表 等 を 適 宜 使 用 す る 等 ， 具 体 的 で 明 確  

   な 提 案 書 に す る こ と 。  

  キ  見 積 書 に 記 載 す る 合 計 金 額 は ， 本 要 領 １ (4)に 記 載 の 予 定  

   金 額 （ 上 限 金 額 ） を 超 え な い こ と 。  

  ク  見 積 書 の 項 目 に つ い て は ， 本 委 託 業 務 の 総 額 の 本 体 価 格  

   （ 税 抜 ） ， 消 費 税 額 （ 地 方 消 費 税 額 を 含 む 。 ） を 別 々 に 記 載  

   し ， 合 計 金 額 を 明 記 す る こ と 。  

    ま た ， 見 積 内 訳 書 に つ い て は ， 人 件 費 ， 諸 経 費 等 の 積 算 内  

   訳 及 び 根 拠 が 確 認 で き る よ う ， 可 能 な 限 り 詳 細 か つ 明 確 に 記  



   載 す る こ と 。 見 積 書 は 押 印 を し た 正 式 な も の と す る こ と 。  

 (3) 部 数  

   ９ 部 （ 正 本 １ 部  副 本 ８ 部 ）  

 (4) 提 出 先 及 び 提 出 方 法  

  ア  持 参 の 場 合  

    福 祉 部 障 害 福 祉 課 （ ラ コ ル タ 柏 1 階  障 害 者 就 労 支 援 室 ）  

  イ  郵 送 の 場 合  

    「 １ ７  事 務 局 」 宛 に 送 付 す る こ と  

   

８  参 考 見 積 書 の 提 出  

  参 考 見 積 書 及 び 内 訳 書 の 提 出 を 以 下 の と お り 行 う こ と 。  

 (1) 部 数  

   見 積 書 及 び 内 訳 書  各 ９ 部 （ 正 本 １ 部 ， 副 本 ８ 部 ）  

 (2) 上 限 金 額  

   本 要 領 １ (4)に 記 載 の 予 定 金 額 （ 上 限 金 額 ） を 超 え な い こ  

  と 。  

 (3) 内 訳 書 に つ い て  

   以 下 の 項 目 （ を 含 む も の ） と す る 。  

  ア  見 積 書 （ 税 抜 き ）  

  イ  消 費 税 額  

  ウ  総 額  

  エ  人 件 費 ， 諸 経 費 等 の 積 算 内 訳  

 (4) 提 出 方 法  

   提 案 書 と 合 わ せ て 提 出 期 限 ま で に 提 出 を 行 う こ と 。  

 

９  プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン  

 (1) 日 付  

   令 和 ８ 年 ２ 月 １ ８ 日 （ 水 ）  

 (2) 場 所  

   福 祉 会 議 室 （ ラ コ ル タ 柏 ２ 階 ）  

 (3) 実 施 時 間  

   ５ ０ 分 以 内 と す る （ 目 安 ： 説 明 ２ ０ 分 ＋ 質 疑 ３ ０ 分 ， 別 に セ   

  ッ テ ィ ン グ ・ 撤 去 に 係 る 時 間 １ ０ 分 予 定 ） 。  



 (4) 人 数  

   契 約 し た 際 の 責 任 者 （ 担 当 者 ） を 含 め ３ 名 以 内 と す る 。 な  

  お ， 主 た る プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 実 施 者 は ， 本 事 業 業 務 遂 行 に 携  

  わ る 者 と す る 。  

 (5) 貸 出 物 品  

   机 ・ 椅 子 と す る 。 そ れ 以 外 の 物 品 に つ い て は ， 提 案 者 の 負 担  

  に お い て 用 意 す る こ と 。  

 

１ ０  審 査 基 準  

  審 査 に あ た っ て は ， 提 出 書 類 を 基 に ， 別 紙 １ に 基 づ き 採 点 を 行  

 う 。   

 

１ １  審 査 方 法 及 び 選 定 方 法  

 (1) 審 査 方 法  

   最 優 秀 提 案 者 の 審 査 は ， 柏 市 プ ロ ポ ー ザ ル 方 式 選 定 委 員 会  

  （ 柏 市 生 活 困 窮 者 就 労 準 備 支 援 等 事 業 業 務 ） に お け る ， 書 類  

  審 査 及 び プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン 審 査 に よ る も の と す る 。  

 (2) 選 定 方 法  

   選 定 委 員 会 の 委 員 に よ る 採 点 に よ り ， 最 高 合 計 点 数 を 獲 得 し  

  た 提 案 者 を 選 定 す る 。  

  ア  最 高 合 計 点 数 の 提 案 者 が 複 数 い た 場 合 に つ い て は ， 委 員 長  

   の 点 数 が 高 い 提 案 者 を 選 定 す る 。 そ の 際 ， 同 点 だ っ た 場 合 に  

   つ い て は ， 選 定 委 員 会 の 協 議 に よ り ， 提 案 者 を 選 定 す る 。  

  イ  事 業 者 決 定 ま で の 間 に 参 加 資 格 要 件 を 満 た さ な い と 判 断 さ  

   れ る 者 に つ い て は 失 格 と し ， そ の 場 合 は 失 格 者 を 除 い た 中 か  

   ら 最 高 合 計 点 数 の 提 案 者 を 受 託 候 補 者 と し て 選 定 す る 。  

  ウ  応 募 が １ 者 の み で あ っ た 場 合 に お い て も ， プ レ ゼ ン テ ー シ  

   ョ ン を 実 施 し ， 各 選 定 委 員 が 採 点 し た 合 計 点 を 合 算 （ ７ ０ ０  

   点 満 点 ） し ， 最 低 基 準 点 で あ る ４ ２ ０ 点 以 上 （ ６ ０ ％ 以 上 の  

   評 価 ） を 獲 得 し た 提 案 者 を 選 定 す る 。  

 

１ ２  審 査 結 果 通 知 及 び 公 表  

  審 査 結 果 は ， 令 和 ８ 年 ２ 月 ２ ７ 日 （ 金 ） に 柏 市 ホ ー ム ペ ー ジ へ  



 掲 載 し ， 各 提 案 者 へ 書 面 に て 通 知 す る 。  

 

１ ３  契 約 手 続 き  

  優 秀 提 案 者 を 契 約 候 補 者 と し て 決 定 し た 後 ， 見 積 も り 合 わ せ の  

 上 ， 当 該 業 者 と 随 意 契 約 を 締 結 す る 。 当 該 受 注 候 補 者 が 契 約 を 履  

 行 で き る 見 込 み が な い と 市 が 判 断 し た 場 合 は ， 随 意 契 約 を 締 結 し  

 な い こ と が あ る 。 そ の 場 合 ， 受 注 候 補 者 は 損 害 賠 償 請 求 を し な い  

 も の と す る 。  

  ま た ， 最 優 秀 提 案 者 と 契 約 を 締 結 で き な い 場 合 は ， 次 順 位 の 提  

 案 者 （ 第 二 優 先 交 渉 権 者 ） と 交 渉 を 行 う 場 合 が あ る 。  

 

１ ４  失 格 事 項  

  次 の 各 号 に 該 当 す る 場 合 は ， プ ロ ポ ー ザ ル を 無 効 と す る 。  

 (1) 参 加 資 格 条 件 に 適 合 し な い も の 。  

  (2) 虚 偽 の 内 容 が 記 載 さ れ て い る も の 。  

  (3) そ の 他 選 定 委 員 会 が 不 適 切 と 認 め た も の 。  

 

１ ５  そ の 他  

  (1) 提 出 さ れ た 書 類 は ， 返 却 は で き な い 。  

  (2) 提 出 期 限 を 過 ぎ て か ら の 差 し 替 え 及 び 再 提 出 は ， 認 め な い 。  

  (3) 提 案 に 要 し た 費 用 に つ い て は ， 提 案 者 の 負 担 と す る 。  

  (4) 提 案 に あ た り ， 結 果 通 知 が な さ れ る ま で の 間 ， 今 回 の 提 案 に  

  関 す る 情 報 を 知 り う る 者 と の 接 触 等 ， 不 適 正 と 疑 わ れ る 行 為 を  

  取 ら な い こ と 。 ま た ， 質 問 書 を 提 出 で き る 者 は ， 参 加 資 格 を 有  

  す る 者 の み に 限 る 。  

 (5) 提 出 期 限 内 に 提 案 書 の 提 出 が 無 か っ た 場 合 や プ レ ゼ ン テ ー シ  

  ョ ン を 欠 席 し た 場 合 は ， 選 考 対 象 外 と な る 。  

 (6) 当 プ ロ ポ ー ザ ル を 辞 退 し て も ， 今 後 の 入 札 等 に お い て 不 利 な  

  扱 い を し な い 。  

 (7) 提 出 さ れ た 書 類 は 当 該 事 業 の プ ロ ポ ー ザ ル に の み 使 用 す る 。  

 (8) 提 出 書 類 は 開 示 請 求 が あ っ た 際 ， 開 示 す る 場 合 が あ る 。  

 

１ ６  そ の 他 （ 一 括 再 委 託 の 禁 止 ）  



  受 注 者 は ， 本 事 業 に つ い て ， 第 三 者 に 委 託 す る ま た は 請 け 負 わ  

 せ る こ と が で き な い も の と す る 。  

  一 部 再 委 託 を す る 場 合 は ， 市 の 承 諾 を 得 る こ と 。  

 

１ ７  事 務 局  

 (1) 担 当 部 署  

   柏 市 福 祉 部 障 害 福 祉 課  施 設 管 理 ・ 就 労 支 援 担 当  

        生 活 支 援 課  庶 務 ・ 事 業 担 当  

        福 祉 政 策 課  政 策 担 当  

(2) 連 絡 先  

   〒 ２ ７ ７ － ０ ０ ０ ５  千 葉 県 柏 市 柏 五 丁 目 ８ 番 １ ２ 号  

   電 話 番 号 ： ０ ４ － ７ １ ７ ０ － １ ７ ５ ２ （ 直 通 ）  

   Ｅ メ ー ル ア ド レ ス ： info-shgf@city.kashiwa.chiba.jp   

  



別 紙 １  

  柏 市 生 活 困 窮 者 等 就 労 準 備 支 援 事 業 等 業 務 委 託 に 関 す る  

  プ ロ ポ ー ザ ル に 係 る 提 案 書 審 査 基 準  

 評 価 項 目  評 価 視 点  評 点  係 数  配 点  

遂

行

能

力 

運 営 方 針  
事 業 の 目 的 や 概 要 と 運 営 方 針 が 合 致 し て

い る か 。  
５  １  ５  

実 施 体 制  

(1) 人 員 の 配 置 等 に つ い て  

ア  キ ャ リ ア コ ン サ ル タ ン ト ， 産 業 カ ウ

ン セ ラ ー ， 臨 床 心 理 士 ， 社 会 福 祉 士 ， 公

認 心 理 師 ， 保 健 師 ， 精 神 保 健 福 祉 士 ， 作

業 療 法 士 等 ， 生 活 困 窮 者 等 へ の 就 労 準 備

支 援 業 務 遂 行 に 必 要 な 知 識 ・ 資 格 ・ 経 験

を 有 す る 支 援 員 を 確 保 し て い る か 。  

イ  支 援 員 に 対 す る 研 修 の 体 制 は 適 切 で

あ る か  

(2) 事 業 の 実 績 や 効 果 ， 課 題 等 を 分 析

し ， 評 価 す る 体 制 と な っ て い る か 。  

５  ３  １ ５  

提

案

内

容 

実 施 内 容  

(1) 本 件 募 集 要 領 「 １ (2)業 務 概 要 」 を 理

解 し ， 踏 ま え た 提 案 を 行 っ た か 。  

(2) 仕 様 書 の 内 容 を 正 確 に 捉 え た 内 容 で

の ， プ レ ゼ ン テ ー シ ョ ン が あ っ た か 。  

(3) 提 案 の あ っ た 実 施 内 容 は ， 実 効 性 が

あ り 効 果 が あ る 内 容 で あ る か 。  

(4) 各 種 講 座 の 開 設  

社 会 参 加 へ の き っ か け や 就 労 へ の 関 心 な

ど に つ な が る 講 座 内 容 に な っ て い る の

か ， ま た 個 人 の 長 所 や 得 意 分 野 を 活 か

し ， 生 活 困 窮 者 等 の 自 信 や 経 験 に つ な が

る こ と が 期 待 で き る か 。  

５  ３  １ ５  



   

 

 【 評 点 表 】  

評 点  １  ２  ３  ４  ５  

評 価  
非 常 に  

劣 っ て い る  
劣 っ て い る  普 通  優 れ て い る  

非 常 に  

優 れ て い る  

 

※ 見 積 も り 価 格 に つ い て は 以 下 の と お り  

評 点  ３  ４  ５  

価 格  提 案 上 限

額 と 同 額  

提 案 上 限

額 対 比  

▲ ５ ％ 以

提 案 上 限

額 対 比  

▲ １ ０ ％

関 係 機 関 と

の ネ ッ ト ワ

ー ク 構 築  

(1) 関 係 機 関 と の ネ ッ ト ワ ー ク 構 築 ， 強

化 等 に 有 効 な 方 策 が ， 具 体 的 に 提 案 さ れ

て い る か  

(2) ど の よ う な 関 係 機 関 と の ネ ッ ト ワ ー

ク を 構 築 し よ う と し て い る か 。  

５  ３  １ ５  

安 全 管 理 対

策  

（ 個 人 情 報

及 び 苦 情 処

理 ）  

(1) 苦 情 対 応 や 事 故 防 止 及 び 事 故 発 生 後

の 対 策 は 講 じ ら れ て い る か 。 （ マ ニ ュ ア

ル や 報 告 書 等 の 内 容 ）  

(2) 業 務 関 係 書 類 な ど の 個 人 情 報 保 護 及

び 情 報 セ キ ュ リ テ ィ の 管 理 に 関 す る 取 組

み は 十 分 で あ る か 。  

５  ２  １ ０  

事 業 者 提 案  

本 業 務 を 実 施 す る に 当 た り ， 対 象 者 の 支

援 に よ り 効 果 的 な 事 業 者 独 自 の 提 案 が さ

れ て い る か 。  

５  ２  １ ０  

実

績 

他 事 業 で の

実 績 等  

本 業 務 と 同 様 も し く は 類 似 し た 事 業 に お

け る 実 績 を 有 し て い る か 。  
５  ２  １ ０  

価

格 

事 業 費 の 積

算  

積 算 の 内 訳 ， 金 額 は 適 切 か つ 安 価 で あ る

か 。  
 

５  ２  １ ０  

そ

の

他 

プ レ ゼ ン テ

ー シ ョ ン  

説 明 に 具 体 性 や 説 得 力 ， 熱 意 が あ り ， 提

案 書 と の 齟 齬 が な い か 。  
 

５  ２  １ ０  



上 ▲ １

０ ％ 未 満  

以 上  

※ 評 価 に 係 る パ ー セ ン テ ー ジ に お け る 小 数 点 以 下 は 切 り 捨 て  


